
 議案第９号 

   東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則  

 上記の議案を提出する。 

  令和８年２月４日 

            提出者 板橋区教育委員会教育長 長 沼  豊   

 

   東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則 

東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例（令和７年板橋区条例第 

５７号）の施行期日は、令和８年３月３日とする。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   

（提案理由） 

東京都板橋区立図書館設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める必要

がある。 



 
 

変更前：旧板橋第九小学校 

（東京都板橋区栄町６番１号） 

変更後：氷川図書館 

（東京都板橋区氷川町２８番９号） 

東京都板橋区立図書館設置条例改正概要 

 

１ 改正理由 

氷川図書館は、バリアフリー化工事及び一部内装改修工事を行うため、旧板橋第九小学

校へ館の位置を変更していた。この度、これらの工事が完了することから、館の位置を変

更する必要があるため、条例を改正する。 

 

２ 改正概要 

館の位置の変更（第２条関係） 

名 称：氷川図書館 

変更前：東京都板橋区栄町６番１号（旧板橋第九小学校） 

変更後：東京都板橋区氷川町２８番９号 

 

３ 施行期日 

板橋区教育委員会規則で定める日 

 

【案内図】 

 

東京都健康長寿 

医療センター 
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東京都板橋区立図書館設置条例 新旧対照表 

 

新 旧 

○東京都板橋区立図書館設置条例 ○東京都板橋区立図書館設置条例 

昭和51年３月12日東京都板橋区条例第28号 昭和51年３月12日東京都板橋区条例第28号 

（設置） （設置） 

第１条 略 第１条 略 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 同右 第２条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置   名称 位置  

 東京都板橋区立中央図書館 東京都板橋区常盤台四丁目３番１

号 

  東京都板橋区立中央図書館 東京都板橋区常盤台四丁目３番１

号 

 

 略   略  

 東京都板橋区立氷川図書館 東京都板橋区氷川町28番９号   東京都板橋区立氷川図書館 東京都板橋区栄町６番１号   

 略   略  

以下略 以下略 

 


